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衆
議
院
議
員
前
田
雄
�
君
提
出
平
成
二
十
一
年
六
月
二
日
、
第
二
十
二
回
海
外
経
済
協
力
会
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
国
際

協
力
機
構
に
お
け
る
海
外
投
融
資
の
再
開
と
そ
れ
に
向
け
た
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。
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衆
議
院
議
員
前
田
雄
�
君
提
出
平
成
二
十
一
年
六
月
二
日
、
第
二
十
二
回
海
外
経
済
協
力
会
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た

国
際
協
力
機
構
に
お
け
る
海
外
投
融
資
の
再
開
と
そ
れ
に
向
け
た
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

開
発
途
上
国
の
経
済
発
展
に
は
、
公
的
部
門
の
み
な
ら
ず
、
民
間
部
門
の
果
た
す
役
割
が
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
開
発
途

上
国
の
開
発
に
お
け
る
課
題
に
係
る
国
際
社
会
の
議
論
に
お
い
て
も
、
民
間
活
動
の
促
進
等
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
経
済
成

長
が
貧
困
削
減
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
が
高
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
の
下
、
開
発
に
寄
与
す
る
経
済
活
動
を
行
う
民
間
企
業
と
協
働
し
、
開
発
途
上
国
の
開
発
の
効
果
を
高

め
る
た
め
に
、
関
係
省
に
お
い
て
過
去
の
実
施
案
件
の
成
功
例
・
失
敗
例
等
を
十
分
研
究
・
評
価
し
、
き
ち
ん
と
し
た
執
行

体
制
を
確
立
し
、
関
係
省
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
整
備
し
た
上
で
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ

」
と
い
う
。
）
の
海
外
投
融
資
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
本
件
は
社
団
法
人
日
本
経
済
団
体
連
合
会
、
社
団
法
人
日
本
貿
易
会
、
社
団
法
人
関
西
経
済
連
合
会
等
の
民
間
団

体
か
ら
も
強
い
要
望
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

一



Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
が
行
う
海
外
投
融
資
業
務
（
以
下
「
海
外
投
融
資
業
務
」
と
い
う
。
）
は
、
政
府
開
発
援
助
と
し
て
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
開
発
途
上
国
の
経
済
成
長
及
び
貧
困
削
減
で
あ
る
。
ま
た
、
海
外
投
融
資
業
務
は
、
開
発
効
果

は
高
い
が
民
間
だ
け
で
は
リ
ス
ク
が
高
く
そ
の
ま
ま
で
は
採
算
が
取
れ
な
い
よ
う
な
案
件
を
対
象
と
し
、
当
該
案
件
を
通
じ

て
開
発
途
上
国
へ
の
民
間
投
資
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
開
発
途
上
国
の
経
済
成
長
及
び
貧
困
削
減
に
寄
与
す
る
も
の

で
あ
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

今
後
、
関
係
省
に
お
い
て
行
う
海
外
投
融
資
業
務
の
実
施
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
政
府
開
発
援
助
に
知
見
を
有
す
る
非

政
府
組
織
の
代
表
を
含
む
外
部
の
有
識
者
の
意
見
を
徴
す
る
場
を
設
け
る
考
え
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
で
は
、
海
外
投
融
資
業
務
の
検
討
及
び
実
施
に
当
た
っ
て
は
企
業
向
け
融
資
の
経
験
を
有
す
る
人
材
を
海
外
投

融
資
担
当
部
署
に
配
置
す
る
こ
と
に
加
え
、
民
間
金
融
機
関
、
国
際
機
関
等
で
の
投
融
資
業
務
経
験
を
有
す
る
人
材
の
中
途

採
用
、
外
部
の
有
識
者
か
ら
な
る
委
員
会
の
設
置
に
よ
る
、
案
件
審
査
に
際
し
専
門
的
見
地
か
ら
の
助
言
を
得
る
プ
ロ
セ
ス

の
導
入
、
リ
ス
ク
管
理
体
制
の
充
実
等
に
つ
き
十
分
検
討
し
、
対
応
を
行
っ
て
い
く
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二


